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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ラック柱への取り付けに使用されるブラケットデバイスであって、
　前記ブラケットデバイスは、ブラケット、少なくとも１個の取り付け部材、ロック部材
及びフールプルーフ部材を有し、
　前記ブラケットは、側板、前記側板におおよそ垂直に連接するエンドプレートを有し、
　前記少なくとも１個の取り付け部材は、前記ブラケットのエンドプレートに取り付けら
れ、
　前記ロック部材は、前記ブラケットに相対して可動し、固定位置或いは固定解除位置に
位置し、
　前記フールプルーフ部材は、前記ブラケットに相対して可動し、第一位置或いは第二位
置に位置し、
　前記ブラケットデバイスが、前記ラック柱に相対して、第一取り付け角度にあるとき、
前記フールプルーフ部材は、前記第一位置にあり、前記ロック部材の前記ブラケットに対
する可動を制限せず、
　これにより、前記少なくとも１個の取り付け部材は、前記ラック柱に取り付けられ、し
かも前記ロック部材は、前記ラック柱を固定可能であり、
　前記ブラケットデバイスが、前記ラック柱に相対して、第二取り付け角度にあるとき、
前記フールプルーフ部材は、前記第一位置から前記第二位置へと移動し、前記ロック部材
の、前記ブラケットに相対した前記固定位置から前記固定解除位置への移動を制限し、
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　これにより、前記少なくとも１個の取り付け部材は、前記ラック柱に取り付け不能であ
ることを特徴とするブラケットデバイス。
【請求項２】
　前記ブラケットデバイスは、枢接部材をさらに有し、前記枢接部材により前記ロック部
材が前記ブラケットに枢接されることを特徴とする請求項１に記載のブラケットデバイス
。
【請求項３】
　前記ロック部材は、位置制限部を有し前記ロック部材が前記固定位置に位置したとき、
前記位置制限部は前記ブラケットの側板に接触することを特徴とする請求項１に記載のブ
ラケットデバイス。
【請求項４】
　前記ブラケットデバイスは、弾性部材をさらに有し、前記ロック部材は前記弾性部材に
より提供された弾力により前記固定位置を保持可能であることを特徴とする請求項１に記
載のブラケットデバイス。
【請求項５】
　前記ロック部材は、第一当接部を有し、前記フールプルーフ部材は、第二当接部を有し
、前記第二位置にある時には、前記フールプルーフ部材は、前記第二当接部により前記ロ
ック部材の第一当接部を制限可能であることを特徴とする請求項１に記載のブラケットデ
バイス。
【請求項６】
　前記フールプルーフ部材は、前記枢接部材に可動するように取り付けられ、前記枢接部
材に沿って、前記第一位置と前記第二位置との間で移動可能であることを特徴とする請求
項２に記載のブラケットデバイス。
【請求項７】
　前記ブラケットは、少なくとも１個の耳部をさらに有し、前記ブラケットの側板から延
伸し、前記枢接部材を取り付けることを特徴とする請求項２に記載のブラケットデバイス
。
【請求項８】
　ラック柱へのスライドレールの取り付けに使用されるブラケットでバイスであって、
　前記ラック柱は、少なくとも１個の取り付け孔を有し、
前記ブラケットデバイスは、ブラケット、少なくとも１個の取り付け部材、ロック部材及
びフールプルーフ部材を有し、
　前記ブラケットは、側板、前記側板におおよそ垂直に連接するエンドプレートを有し、
前記ブラケットは、前記側板により、前記スライドレールに取り付けられ、
　前記少なくとも１個の取り付け部材は、前記ブラケットのエンドプレートに取り付けら
れ、
　前記ロック部材は、前記ブラケットに相対して可動し、固定位置或いは固定解除位置に
位置し、
　前記フールプルーフ部材は、前記ブラケットに相対して可動し、第一位置或いは第二位
置に位置し、
　前記ブラケットデバイスが、前記ラック柱に相対して、第一取り付け角度にあるとき、
前記フールプルーフ部材は、前記第一位置にあり、前記ロック部材の前記ブラケットに対
する可動を制限不能であり、これにより、前記少なくとも１個の取り付け部材は、前記ラ
ック柱の少なくとも１個の取り付け孔に取り付けられ、しかも前記ロック部材は、前記ラ
ック柱に固定され、
　前記ブラケットデバイスが、前記ラック柱に相対して、第二取り付け角度にあるとき、
前記フールプルーフ部材は、前記第一位置から前記第二位置へと移動し、前記ロック部材
の、前記ブラケットに相対した前記固定位置から前記固定解除位置への移動を制限可能で
あり、これにより前記少なくとも１個の取り付け部材は、前記ラック柱の少なくとも１個
の取り付け孔に取り付けられないことを特徴とするブラケットデバイス。
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【請求項９】
　ブラケットデバイスは、ブラケット、少なくとも１個の取り付け部材、ロック部材及び
フールプルーフ部材を有し、
　前記少なくとも１個の取り付け部材は、前記ブラケットに取り付けられ、
　前記ロック部材は、前記ブラケットに相対して可動し、
　前記フールプルーフ部材は、前記ブラケットに相対して、第一位置或いは第二位置に位
置し、
　前記ブラケットが、第一取り付け角度にあるとき、前記フールプルーフ部材は、前記第
一位置にあり、前記ロック部材の前記ブラケットに相対した可動を制限不能であり、
　前記ブラケットが、前記第一取り付け角度から第二取り付け角度へと移ると、前記フー
ルプルーフ部材は、前記第一位置から前記第二位置へと移動し、前記ブラケットに相対し
た移動ルート上で前記ロック部材を制限可能であることを特徴とするブラケットデバイス
。
【請求項１０】
　前記第一取り付け角度の前記第二取り付け角度に相対した角度は１８０度であることを
特徴とする請求項９に記載のブラケットデバイス。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はフールプルーフ機能を有するブラケットデバイスに関する。
【背景技術】
【０００２】
　Ａｌｌｅｎ氏等が発明した特許文献１によるラックは、左右対称に配置する複数のラッ
ク柱１０４、搭載物１０２を有する。
　搭載物１０２は、一対のスライドレールアセンブリ上の取り付けブラケット１１４によ
り、それぞれラックの左右両側のラック柱１０４に取り付けられ、こうして搭載物１０２
はラックに取り付けられる。
【０００３】
　具体的には、特許文献１の一実施形態において図４Ａ～図４Ｃに示す通り、取り付けブ
ラケット２００のベース部材２０２を、ラック柱１０４に取り付ける際には、ベース部材
２０２の板片バネ２１４は、ラック柱１０４の一端部により抑えられる。
　これにより、板片バネ２１４は、ベース部材２０２の側板２０４へと傾斜する。
　この状態下で、ベース部材２０２上の固定部材２１０は、ラック柱１０４の孔１０６に
対応し取り付けられ、しかも板片バネ２１４は元の傾斜していない状態になりラック柱１
０４に接触する。なお、特許文献２から７には他の従来技術が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】米国特許第ＵＳ７２８１６９４Ｂ２号明細書
【特許文献２】米国特許第ＵＳ９１２５４８９Ｂ２号明細書
【特許文献３】米国特許第ＵＳ８３７１４５４Ｂ２号明細書
【特許文献４】米国特許第ＵＳ７８７８４６８Ｂ２号明細書
【特許文献５】米国特許第ＵＳ７６９９２７９Ｂ２号明細書
【特許文献６】米国特許第ＵＳ７６９４９２６Ｂ２号明細書
【特許文献７】米国特許第ＵＳ７５５２８９９Ｂ２号明細書
【０００５】
　しかし、実際の取り付け時に取り付けブラケットをラックの左側か右側に正確に取り付
けなければ、搭載物をラック内に正確に取り付けることはできない。
　現在、スライドレールアセンブリの製造業者は、出荷時に、「Ｒ」或いは「Ｌ」のマー
クをスライドレール或いはそのブラケットに標示し、取り付け者が認識して、ラックの左
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側或いは右側位置に取り付けられるようにしている。
　しかし、取り付け者が見落とすこともあり、スライドレール（或いはそのブラケット）
は、ラック上の誤った位置に取り付けられることがある。
　誤った取り付けは、取り付け者と設備の安全に危険を及ぼす恐れがある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　前記先行技術には、実際の取り付け時に取り付けブラケットをラックの左側か右側に正
確に取り付けなければ、搭載物をラック内に正確に取り付けることはできないという欠点
がある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明はフールプルーフ機能を有するブラケットデバイスに関する。
【０００８】
　本発明によるブラケットデバイスは、ラック柱への取り付けに使用される。
　該ブラケットデバイスは、ブラケット、少なくとも１個の取り付け部材、ロック部材及
びフールプルーフ部材を有する。
　該ブラケットは、側板、該側板におおよそ垂直に連接するエンドプレートを有する。
　該少なくとも１個の取り付け部材は、該ブラケットのエンドプレートに取り付けられる
。
　該ロック部材は、該ブラケットに相対して可動し、固定位置或いは固定解除位置に位置
する。
　該フールプルーフ部材は、該ブラケットに相対して可動し、第一位置或いは第二位置に
位置する。
　該ブラケットデバイスが、該ラック柱に相対して、第一取り付け角度にあるとき、該フ
ールプルーフ部材は、該第一位置にあり、該ロック部材の該ブラケットに対する可動を制
限しない。
　これにより、該少なくとも１個の取り付け部材は、該ラック柱に取り付けられ、しかも
該ロック部材は、該ラック柱を固定できる。
　該ブラケットデバイスが該ラック柱に相対して、第二取り付け角度にあるとき、該フー
ルプルーフ部材は、該第一位置から該第二位置へと移動し、該ロック部材の、該ブラケッ
トに相対した該固定位置から該固定解除位置への移動を制限し、これにより該少なくとも
１個の取り付け部材は、該ラック柱に取り付けられない。
【０００９】
　好ましくは、枢接部材をさらに有し、該ロック部材を該ブラケットに枢接する。
【００１０】
　好ましくは、該ロック部材は、位置制限部を有し、該ロック部材が該固定位置にあると
き、該位置制限部は該ブラケットの側板に接触できる。
【００１１】
　好ましくは、弾性部材をさらに有し、該ロック部材は該弾性部材から提供される弾力に
より該固定位置を保持できる。
【００１２】
　好ましくは、該ロック部材は、第一当接部を有し、該フールプルーフ部材は、第二当接
部を有し、該第二位置にある時には、該フールプルーフ部材は、該第二当接部により該ロ
ック部材の第一当接部を制限できる。
【００１３】
　好ましくは、該フールプルーフ部材は、該枢接部材に可動するように取り付けられ、該
枢接部材に沿って、該第一位置と該第二位置との間で移動できる。
【００１４】
　好ましくは、該ブラケットは、少なくとも１個の耳部をさらに有し、該ブラケットの側
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板から延伸し、該枢接部材を取り付ける。
【００１５】
　本発明によるもう一つのブラケットデバイスは、ラック柱へのスライドレールの取り付
けに使用される。
　該ラック柱は、少なくとも１個の取り付け孔を有する。
　該ブラケットデバイスは、ブラケット、少なくとも１個の取り付け部材、ロック部材及
びフールプルーフ部材を有する。
　該ブラケットは、側板、該側板におおよそ垂直に連接するエンドプレートを有する。
　該ブラケットは、該側板により、該スライドレールに取り付けられる。
　該少なくとも１個の取り付け部材は、該ブラケットのエンドプレートに取り付けられる
。
　該ロック部材は、該ブラケットに相対して可動し、固定位置或いは固定解除位置に位置
する。
　該フールプルーフ部材は、該ブラケットに相対して可動し、第一位置或いは第二位置に
位置する。
　該ブラケットデバイスが、該ラック柱に相対して、第一取り付け角度にあると、該フー
ルプルーフ部材は、該第一位置にあり、該ロック部材の該ブラケットに対する可動を制限
できない。
　これにより、該少なくとも１個の取り付け部材は、該ラック柱の少なくとも１個の取り
付け孔に取り付けられ、しかも該ロック部材は、該ラック柱に固定される。
　該ブラケットデバイスが、該ラック柱に相対して、第二取り付け角度にあると、該フー
ルプルーフ部材は、該第一位置から該第二位置へと移動し、該ロック部材の、該ブラケッ
トに相対した該固定位置から該固定解除位置への移動を制限でき、これにより該少なくと
も１個の取り付け部材は、該ラック柱の少なくとも１個の取り付け孔に取り付けられない
。
【００１６】
　本発明によるさらにもう一つのブラケットデバイスは、ブラケット、少なくとも１個の
取り付け部材、ロック部材及びフールプルーフ部材を有する。
　該少なくとも１個の取り付け部材は、該ブラケットに取り付けられる。
　該ロック部材は、該ブラケットに相対して可動する。
　該フールプルーフ部材は、該ブラケットに相対して、第一位置或いは第二位置に位置す
る。
　該ブラケットが、第一取り付け角度にあると、該フールプルーフ部材は、該第一位置に
あり、該ロック部材の該ブラケットに相対した活動を制限できない。
　該ブラケットが、該第一取り付け角度から第二取り付け角度へと移ると、該フールプル
ーフ部材は、該第一位置から該第二位置へと移動し、該ブラケットに相対した移動ルート
上で該ロック部材を制限できる。
【００１７】
　好ましくは、該第一取り付け角度の該第二取り付け角度に相対した角度は１８０度であ
る。
【００１８】
　本発明の実施形態を応用する特徴の一つは、ブラケットデバイスを、ラックの左右両側
のラック柱に運用する時には、操作者がブラケットデバイスをラック柱に誤って取り付け
る状況の発生を効果的に防止できる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本発明一実施形態において一対のスライドレールアセンブリにより搭載物をラッ
クに取り付ける様子を示す模式図である。
【図２】本発明一実施形態のスライドレールアセンブリの分解模式図である。
【図３】本発明一実施形態のブラケットデバイスの分解模式図である。
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【図４】本発明一実施形態のブラケットデバイスの組合せ模式図である。
【図５】図４のブラケットデバイスが一角度の回転を行う様子を示す立体模式図である。
【図６】本発明一実施形態のブラケットデバイスがラック柱に相対して第一方向へと移動
する様子を示す模式図である。
【図７】図６のブラケットデバイスのロック部材が一角度の偏りを呈し、これにより少な
くとも１個の取り付け部材が第二方向に向かい、ラック柱の少なくとも１個の取り付け孔
に対応する様子を示す模式図である。
【図８】図６のブラケットデバイスが該ラック柱に取り付けられる様子を示す模式図であ
る。
【図９】本発明一実施形態のブラケットデバイスが該ラック柱に取り付けられる様子を示
す立体模式図である。
【図１０】本発明一実施形態のブラケットデバイスがラック柱に相対して第一方向へと移
動する様子を示す模式図であり、フールプルーフ部材がロック部材を制限できることを示
す。
【図１１】図１０のブラケットデバイスが第一方向に向かいそれ以上移動できず、これに
より少なくとも１個の取り付け部材は該ラック柱に取り付けられない様子を示す模式図で
ある。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
（一実施形態）
　図１に示す通り、ラック２０は、左右対称に配置される複数のラック柱２２、及びシャ
ーシ２４などの搭載物を有する。
　シャーシ２４は、一対のスライドレールアセンブリ２６により、ラック２０の左右両側
のラック柱２２にそれぞれ取り付けられ、これによりシャーシ２４をラック２０に取り付
ける。
【００２１】
　図２に示す通り、本発明一実施形態のスライドレールアセンブリ２６は、第一レール２
８、第二レール３０、及び第一レール２８と第二レール３０との間に可動するように設置
される第三レール３２を有する。
　第三レール３２により、第二レール３０の第一レール２８に対する開行程を延長するこ
とができる。
　第一レール２８の前後両端などの２個の部位には、第一ブラケットデバイス３４及び第
二ブラケットデバイス３５をそれぞれ取り付け、第一ブラケットデバイス３４及び第二ブ
ラケットデバイス３５により、スライドレールアセンブリ２６をラック２０に取り付けら
れる。
　本発明実施形態の特徴を説明するため、下文では第一ブラケットデバイス３４について
のみ述べる（ブラケットデバイス３４と略称し説明する）。
【００２２】
　図３と図４に示す通り、ブラケットデバイス３４は、ブラケット３６、少なくとも１個
の取り付け部材３８、ロック部材４０及びフールプルーフ部材４２を有する。
　ブラケット３６は、側板４４、側板４４におおよそ垂直に連接するエンドプレート４６
を有する。
　好ましくは、少なくとも１個の耳部をさらに有し、耳部はブラケット３６の側板４４か
ら延伸する。
　ここでは、第一耳部４８ａと第二耳部４８ｂを例とする。
　しかも、第一耳部４８ａと第二耳部４８ｂは、一距離を隔てる。
　本実施形態中では、第一耳部４８ａ、第二耳部４８ｂとエンドプレート４６とは、側板
４４の同片側に、横方向に延伸する。
【００２３】
　少なくとも１個の取り付け部材３８は、ブラケット３６に取り付けられる。
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　ここでは、一対の取り付け部材３８を例とする。
　各取り付け部材３８は、ブラケット３６のエンドプレート４６に通して設置される。
　好ましくは、取り付け台５０をさらに有し、ブラケット３６に取り付けられる。
　例えば、取り付け台５０は、嵌合、溶接、リベット接合、或いは螺合等の連接方式によ
り、ブラケット３６のエンドプレート４６に固定される。
　ここでは、各取り付け部材３８は、取り付け台５０によりブラケット３６のエンドプレ
ート４６に取り付けられる。
【００２４】
　ロック部材４０は、ブラケット３６に可動するように連接する。
　例えば、ロック部材４０は、枢接部材５２により、第一耳部４８ａ、第二耳部４８ｂに
枢接し、これによりロック部材４０は、ブラケット３６の側板４４に位置し、しかもロッ
ク部材４０は、ブラケット３６に相対して固定位置Ｌ１まで回転する。
　ロック部材４０は、延伸部５４、位置制限部５６、及び延伸部５４と位置制限部５６と
の間に位置する中間部５８を有する。
　中間部５８を基準とし、延伸部５４は、おおよそ中間部５８の前端に位置し、位置制限
部５６は、おおよそ中間部５８の後端に位置する。
　本実施形態中では、枢接部材５２は、中間部５８に通して設置され、ロック部材４０を
、第一耳部４８ａ、第二耳部４８ｂに枢接する。
　好ましくは、弾性部材６０をさらに有し、これにより弾力をロック部材４０に提供し、
ロック部材４０は一時的に固定位置Ｌ１を保持する。
　ロック部材４０の位置制限部５６は、ロック部材４０に反応して固定位置Ｌ１に位置し
、ブラケット３６の側板４４に接触できる。
　本実施形態中では、弾性部材６０は、ロック部材４０とブラケット３６の側板４４との
間に取り付けられる。
【００２５】
　フールプルーフ部材４２は、ブラケット３６に可動するように取り付けられる。
　例えば、フールプルーフ部材４２は、枢接部材５２に可動するように取り付けられ、枢
接部材５２に沿って移動するが、これに限定するものではない。
　ブラケット３６にはスライド槽を設置でき、この場合にはフールプルーフ部材４２はス
ライド槽に沿って移動し、必ずしも枢接部材５２に沿って移動するというものではない。
　好ましくは、ブラケット３６は、サポート部６１をさらに有する。
　フールプルーフ部材４２は、サポート部６１と位置制限部５６との間で、枢接部材５２
に沿って移動する。
　本実施形態中では、フールプルーフ部材４２は、接触部６２を有し、枢接部材５２にス
ライド接触する。
　好ましくは、ロック部材４０は、第一当接部６４を有し、フールプルーフ部材４２は、
第二当接部６６を有する。
　第一当接部６４は、ロック部材４０の位置制限部５６の片側辺とでき、第二当接部６６
は、屈折部とできる。
【００２６】
　図４と図５に示す通り、ブラケットデバイス３４（或いはブラケット３６）は、第一取
り付け角度から第二取り付け角度へと回転する。
　ここでは、第一取り付け角度の第二取り付け角度に相対した角度は１８０度である。
　ブラケットデバイス３４が、第一取り付け角度から第二取り付け角度へと回転すると、
ブラケットデバイス３４は、上下逆さま状態を呈する。
　ブラケットデバイス３４が第一取り付け角度に位置する時には（図４）、フールプルー
フ部材４２は第一位置Ｐ１に位置し、しかもフールプルーフ部材４２の第二当接部６６と
ロック部材４０の第一当接部６４とは、一距離を隔てる。
　これにより、フールプルーフ部材４２の第二当接部６６は、ロック部材４０の第一当接
部６４を制限できない。
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【００２７】
　言い換えれば、第一位置Ｐ１にある時には、フールプルーフ部材４２は、ロック部材４
０のブラケット３６に相対した回転などの活動を制限できない。
　ここでは、ロック部材４０は、ブラケット３６に相対して自由に回転できる。
　ブラケットデバイス３４が、第一取り付け角度から第二取り付け角度へと回転すると（
図５）、フールプルーフ部材４２は、それ自体の重さを利用し、第一位置Ｐ１から枢接部
材５２に沿って、第二位置Ｐ２まで移動する。
　しかも、第二位置Ｐ２にある時には、フールプルーフ部材４２の第二当接部６６は、ロ
ック部材４０の第一当接部６４を制限する。
　これにより、フールプルーフ部材４２は、第二当接部６６により、ロック部材４０の移
動ルート上で制限される。
　そのため、ロック部材４０は、固定位置Ｌ１から固定解除位置まで移動することはでき
ない。
　したがって、この状態下では、ロック部材４０は、ブラケット３６に相対して自由に回
転することはできない。
【００２８】
　図６及び図７に示す通り、ラック柱２２は、少なくとも１個の取り付け孔６８を有する
。
　ブラケットデバイス３４（或いはブラケット３６）がラック柱２２に相対して、第一取
り付け角度にある時、フールプルーフ部材４２の第二当接部６６は、ロック部材４０の第
一当接部６４を制限しない。
　よって、取り付け過程において、ブラケットデバイス３４は第一方向Ｄ１（例えば、横
方向）へと移動し、しかもロック部材４０は、延伸部５４によりラック柱２２の片側に接
触し、固定位置Ｌ１から固定解除位置Ｌ２までに対応した回転を行う。
　この時、弾性部材６０はロック部材４０の回転に反応し、弾力を蓄える。
【００２９】
　図８に合わせて示す通り、ロック部材４０が固定解除位置Ｌ２にある状態では、ブラケ
ットデバイス３４は、第二方向Ｄ２（例えば、縦方向）へとさらに移動できる。
　これにより、少なくとも１個の取り付け部材３８は、ラック柱２２の少なくとも１個の
取り付け孔６８に取り付けられる。
　この時、ロック部材４０の延伸部５４は、ラック柱２２への接触を解消する。
　これにより、ロック部材４０は、弾性部材６０の弾力に反応し、固定解除位置Ｌ２から
固定位置Ｌ１へと戻り、ラック柱２２を固定する。
【００３０】
　図９に示す通り、ブラケットデバイス３４は、側板４４により、第一レール２８に取り
付けられる。
　ブラケットデバイス３４の一対の取り付け部材３８が、対応してラック柱２２の２個の
取り付け孔６８に取り付けられると、ロック部材４０も、固定位置に、ラック柱２２を固
定する。
　この固定状態下で、ブラケットデバイス３４が第三方向Ｄ３（第二方向Ｄ２に反対の方
向）へと移動すると、一対の取り付け部材３８を、ラック柱２２の２個の取り付け孔６８
から退出させることができず、第一レール２８がラック柱２２に取り付けられる時の信頼
性を高めることができる。
【００３１】
　図１０と図１１に示す通り、ブラケットデバイス３４（或いはブラケット３６）がラッ
ク柱２２に相対して第二取り付け角度にある時には、フールプルーフ部材４２の第二当接
部６６は、ロック部材４０の第一当接部６４を制限する。
　よって、取り付け過程において、ブラケットデバイス３４は第一方向Ｄ１に向かい移動
し、しかもロック部材４０は、延伸部５４によりラック柱２２の片側に接触するが、第一
当接部６４は、フールプルーフ部材４２の第二当接部６６に制限され、これによりロック
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部材４０は、固定位置Ｌ１から固定解除位置Ｌ２へと回転することができない。
　よって、ブラケットデバイス３４が第一方向Ｄ１に向かう移動の過程において、少なく
とも１個の取り付け部材３８を、ラック柱２２の少なくとも１個の取り付け孔６８に取り
付けることはできない。
【００３２】
　上記したように、本発明の実施形態が提供するブラケットデバイス３４が第一取り付け
角度にあると、フールプルーフ部材４２により、第一位置Ｐ１において、ロック部材４０
は制限されない。
　これにより、ブラケットデバイス３４の少なくとも１個の取り付け部材３８は、ラック
柱２２に取り付けられる。
　ブラケットデバイス３４が第二取り付け角度にあると、フールプルーフ部材４２により
、第二位置Ｐ２において、ロック部材４０を制限する。
　これにより、ブラケットデバイス３４の少なくとも１個の取り付け部材３８が、ラック
柱２２に取り付けられることはない。
　よって、本発明が提供するブラケットデバイス３４を、ラック２０の左右両側のラック
柱２２に運用する時には、操作者がブラケットデバイス３４をラック柱２２に誤って取り
付ける状況の発生を効果的に防止できる。

　前述した本発明の実施形態は本発明を限定するものではなく、よって、本発明により保
護される範囲は特許請求の範囲を基準とする。
【符号の説明】
【００３３】
２０　ラック
２２　ラック柱
２４　シャーシ
２６　スライドレールアセンブリ
２８　第一レール
３０　第二レール
３２　第三レール
３４　第一ブラケットデバイス
３５　第二ブラケットデバイス
３６　ブラケット
３８　取り付け部材
４０　ロック部材
４２　フールプルーフ部材
４４　側板
４６　エンドプレート
４８ａ　第一耳部
４８ｂ　第二耳部
５０　取り付け台
５２　枢接部材
５４　延伸部
５６　位置制限部
５８　中間部
６０　弾性部材
６１　サポート部
６２　接触部
６４　第一当接部
６６　第二当接部
６８　取り付け孔
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Ｄ１　第一方向
Ｄ２　第二方向
Ｄ３　第三方向
Ｌ１　固定位置
Ｌ２　固定解除位置
Ｐ１　第一位置
Ｐ２　第二位置

【図１】 【図２】
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